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泉佐野市空家等対策計画について（法改正への対応） 

★泉佐野市空家等対策計画の改訂は行わない（図の一部修正あり） 

 

〇 所有者の責務強化 

   国、自治体の施策に協力する努力義務 

（所有者の責務であり、変更の必要性がない項目であるため、改訂の必要なし） 

１ 活用拡大 

 ①空家等活用促進区域 

（対策計画の変更が必須となる項目であるが、本市においては、当面の間指定しないた

め、改訂は行わない） 

 ②財産管理人による所在者不在の空家の処分 

（民法に基づき既に実施済みでもあり、対策計画 P40～P42「計画の推進」において実績

として記載済みのため、改訂は行わない） 

 ③支援法人制度 

（対策計画にもりこむ必要がある項目であるが、本市においては「泉佐野市空家等管理

活用支援法人指定に関する実施要領」を定め、当面の間、指定しないため、改訂はおこ

なわない） 

 

２ 管理の確保 

 ①特定空家化を未然に防止する管理 

新たに定義づけされた「管理不全空家等」への対応の追加が必要であり、対策計画

P37の図４－１と P38の図４－２を修正する。 

（対策計画の改訂は必要なく、図表を修正して、修正箇所の抜粋を公開する。） 

 

 ②所有者把握の円滑化 

（対策計画の改訂は行わない） 

 

３ 特定空家の除却等 

 ①状態の把握 

（法に基づく行為であり、対策計画改訂の必要性なし） 

 ②代執行の円滑化 

（法に基づく行為であり、対策計画改訂の必要性なし） 

 ③財産管理人による空家の管理・処分 

（１ ②と同様で、対策計画改訂の必要性なし） 


